
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続の放棄と相続税                    

Ｑ：相続を放棄した場合、適用が受けられ

ない相続税の規定があるそうですが、どのよ

うなものがあるのですか？                                 

                                              

Ａ：次の規定は適用がありません。 

【解説】 

相続税では、相続を放棄した人は次の規定

の適用がないこととなっています。 

 ①生命保険金、死亡退職金の非課税 

相続又は遺贈により受取った生命保険金及

び死亡退職金には、それぞれ法定相続人１

人当たり500万円の非課税金額が認められ

ていますが、相続を放棄した者にはこの規

定が適用されません。   

②債務控除の不適用 

相続税の計算は、相続又は遺贈により取得

した財産の価額から債務及び葬式費用を控

除しますが、相続を放棄した者については

控除することができません。ただし、葬式

費用については、現実に負担した金額があ

ればこれを控除することが認められます。   

③相次相続控除の不適用 

被相続人が10年以内に、別の相続で財産を

取得し、相続税を納めていた場合には、一

定の金額を相続税額から控除してくれる制

度がありますが、相続を放棄した者には、

この制度の適用がありません。   

④その他 

相続又は遺贈により取得した立木の評価は、

立木を取得したときにおける立木の時価の

85%で評価することができますが、相続を放

棄した者には、この適用がありません。 
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